
北九州市監査公表第３６号

平成２７年８月２１日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

 同              廣 瀬 隆 明 

                  同          後 藤 雅 秀 

 同         三 宅 まゆみ 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

行政監査 

  （テーマ： 昇降機の維持管理について） 

２ 監査の対象  

昇降機を保有している部局及びその整備、維持管理、契約事務等を行う関

連部局 

３ 監査の期間 

平成２５年５月１日から平成２７年２月２４日まで 

４ 監査公表の時期  

平成２７年４月９日（平成２７年監査公表第１５号） 

５ 監査の結果に係る措置状況報告書 
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監査の結果に係る措置状況報告書（平成 25・26 年度 行政監査） 

監 査 の 結 果  措 置 状 況 

１ 昇降機の保守点検業務委託におい

て、ガイドラインで定められた仕様

書の作成及び積算をしていないもの 

（市民文化スポーツ局美術館普及課、

環境局 環境科学研究所、 

小倉南区役所コミュニティ支援課、

教育委員会 指導部 教育センター）

市が直接管理をする施設について

は、保守点検業務を発注する際、ガ

イドラインで定める「仕様書」を作

成し、ガイドラインで定める「積算

要領」に基づく積算を行うことを原

則としている。

しかし、上記指摘対象課において

は、合理的な理由がないにもかかわ

らずガイドラインを適用せず、独自

に積算を行い、予定価格を定めてい

る。

保守点検業務の発注にあたって

は、ガイドラインで定める仕様で仕

様書を作成すると共に、その仕様に

基づき、ガイドラインの積算要領に

よる積算を行い、予定価格を定める

べきである。

（市民文化スポーツ局美術館普及課）

今回の指摘を受け、平成２７年度昇

降機保守点検業務委託契約より、ガイ

ドラインで定められた仕様書の作成

及び積算を実施し、発注・契約を行っ

た。 

（環境局環境科学研究所） 

 今回の指摘を受け、平成２７年度委

託契約分から、ガイドラインで定めら

れた仕様及び積算要領の趣旨に則り、

改善を図ったところである。 

(小倉南区役所コミュニティ支援課)

指摘された点については、平成２６

年契約時より、「積算シート」に基づ

いた積算金額と比較して予定価格を

設定する方式に改善した。平成２７年

度も同様に「積算シート」を活用した

予定価格の設定を行った。 

 今後、同様の指摘を受けないよう

「建築物の維持管理業務に関するガ

イドライン」を遵守し、適正な事務処

理を行うようにする。 

（教育委員会指導部教育センター） 

今回の指摘を受け、平成 27 年度よ

り保守点検業務委託については、ガイ

ドラインで定める仕様書を作成し、ガ

イドラインで定める積算要領に基づ

く積算に沿って業務委託契約を行っ

た。 

また、ガイドラインの積算要領によ

る積算に沿った予定価格が定められ

ない場合は、その理由が合理的なもの

であるかどうかを検討し、関係課と協

議して予定価格を定めることとする。
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監 査 の 結 果  措 置 状 況 

２ 昇降機の保守点検業務において、

ＦＭ契約からＰＯＧ契約への変更が

適切でないもの

（産業経済局 観光にぎわい部

門司港レトロ課）

門司港レトロ観光物産館は、指定

管理者による施設の運営及び維持管

理が行われているが、エレベーター

を設置してから１３年目の平成２３

年度に昇降機保守点検契約をそれま

でのＦＭ契約からＰＯＧ契約に変更

し、市所管課はそれを把握していな

かった。 

指定管理者の募集等にあたって

は、認識を共有するため業務仕様書

にＦＭ契約を明示すると共に、指定

管理者、ビル管理者及び昇降機の保

守点検業者の間で締結される契約に

おいても、市が求めたＦＭ契約とな

っているかの確認が必要である。ま

た、ＦＭ契約からＰＯＧ契約への変

更に際しては、市所管課が、ＦＭ契

約、ＰＯＧ契約それぞれの特徴や費

用対効果等を十分検討した上で判断

すべきである。 

指定管理者が行う施設の維持管理

に関しては、定期的にモニタリングを

実施し報告書等で確認を取っていた

が、その契約方法についてまでは踏み

込んでいなかった。 

 今後については、点検結果報告の際

に契約状況についても確認するよう

にする。 

 また、指定管理者の募集の際には、

契約方法について明示することとし、

変更を希望する場合は必ず事前に市

と協議させるものとする。 
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監 査 の 結 果  措 置 状 況 

３ 昇降機の定期検査結果を記録した

書面が作成されていないもの

（産業経済局 事業部 競輪事務所）

市が所有する昇降機については、

日常的な保守点検の他に、建築基準

法第１２条第４項に基づき、年に１

回の定期検査（法定点検）が義務付

けられているが、市はその確認を怠

っていた。

保守点検業者は、定期検査を満たす

検査は行ったと主張しているもの

の、その結果を記録する書面（以下

「検査書」という。）の作成をしてお

らず、市所管課への報告も行ってい

なかった。また、市所管課は、検査

書の提出を求めておらず、当該検査

の履行確認もしていなかった。 

競輪事務所内部で関係法令の確認

を行った。 

 監査の指摘を受け、平成２６年８月

に保守点検業者による法定点検を行

い、当該点検に係る検査書により履行

確認を行った。 

今後も関連法令を遵守した保守点検

を行う。 
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